
 

【裏面にも記事があります】 

人権相談員が相談をお受けします。 

相談は無料で，秘密は守られます。 

お気軽にご相談ください。  

  ◇ と き 土･日･祝日を除く 10 時～16 時 

 ◇ ところ 三原市人権文化センター 

 ◇ 電 話 0848-66-1111 

■ 人権文化センター略図 

と き  5 月１９日（木）①1０時～１１時  ②１３時３０分～１４時３０分   

ところ  三原市
み は ら し

人権
じんけん

文化
ぶ ん か

センター 大会議室
だいかいぎしつ

（三原
み は ら

市長
し な が

谷
たに

一丁目
いっちょうめ

６番１号） 
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定
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  各回
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とも 35名
めい

(申込み
もうしこみ

不要
ふ よ う

) 入 場
にゅうじょう

無料
むりょう

 

  ※同
おな

じ内容
ないよう

で２回実施
じ っ し

します。都合
つ ご う

のよい時間
じ か ん

にご参加
さ ん か

ください。 

 ※新型
しんがた

コロナウイルス感染
かんせん

拡大
かくだい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

を行
おこな

ったうえで実施
じ っ し

します。また感染症
かんせんしょう

の状 況
じょうきょう

によっては， 

  延期
え ん き

・中止
ちゅうし

となる可能性
かのうせい

があります。あらかじめご了 承
りょうしょう

ください。 

  

 

 

ところ  中央公民館 2 階中講堂（円一町二丁目）  

講 師  広島大学大学院人間社会科学研究科 教授 新井
あ ら い

 誠
まこと

 さん 

その他  定 員 100 人（先着順），入場無料 

  

募集人員  １人 

募集時間枠 毎週火曜日 19:10～19:30 

 対  象  小学生以下 

  申込締切   ５月 16 日（月） 

 そ の 他  ・受講料は無料です。ただし楽譜 

等の教材費は有料です。 

        ・申込み多数の場合は，抽選とな 

ります。 
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 男女
だんじょ

が互
たが

いにその人権
じんけん

を尊重
そんちょう

しつつ責任
せきにん

を分
わ

かち合
あ

い，性別
せいべつ

に関
かか

わりなくその個性
こ せ い

と

能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

できる社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざし，私
わたし

たち一人
ひ と り

ひとりができる取
とり

組
くみ

について

考
かんが

えてみませんか。 

～第１回料理教室～ 

日 時  ６月５日（日）９：30～12：00 

定 員  12 名（申込先着順） 

申込期限 ６月１日（水） 

参加費等 700 円（材料費），料理は持ち帰りです。 

持参物  米 0.5 合，エプロン，三角巾，マスク， 

     料理の持ち帰り用の容器 

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止対策を行ったうえで実施します。 

私
わたし

らしく暮
く

らせるみはらへ 

ピアノ教室 受講生追加募集 



  ５月１５日 国際家族デー 
 

平成５（１９９３）年に始
はじ

まった国際
こくさい

記念
き ね ん

日
び

。世界中
せかいじゅう

の家族
か ぞ く

問題を知り，取り組む 

ために定められました。あなたの家族ってどんな形
かたち

？一人
ひ と り

っ子
こ

，大
だい

家族， ひとり親
おや

 

世帯
せ た い

などいろんな形があります。そんな家族が抱
かか

える問題とはどういったものがある 

か考
かんが

えてみましょう。※ＤＶ
ディーブイ

，不登校
ふとうこう

・ニート，虐待
ぎゃくたい

，貧困
ひんこん

，同性婚
どうせいこん

などあげられ 

ますが，あなたの家族ではどのような問題が考えられますか？家族にこの記念日のこ 

とを言ってみるなど，家族と過
す

ごす時間
じ か ん

を意識的
いしきてき

につくり，話
はな

し合
あ

ってみましょう。        

  ※ＤＶとは，ドメスティック・バイオレンスを省 略
しょうりゃく

したもので，配偶者
はいぐうしゃ

や恋人
こいびと

など親
した

しい人から受
う

ける暴力
ぼうりょく

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 これまでの経過
け い か

と課題 】 

国
くに

では，平成
へいせい

１６（２００４）年
ねん

に犯罪被害者等
とう

の権利
け ん り

の保護
ほ ご

や施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方針
ほうしん

，地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

責任
せきにん

や義務
ぎ む

，実施
じ っ し

する施策への国民
こくみん

の協 力
きょうりょく

義務などを決
き

めた「犯罪被害者等基本法
ほう

」が定
さだ

められました。

また，平成３０（２０１８）年に犯罪被害者給付
きゅうふ

制度
せ い ど

が改正
かいせい

され，支給
しきゅう

年齢
ねんれい

が引
ひ

き上
あ

げられたり，給付金額
きんがく

の増額
ぞうがく

など見直
み な お

しがされました。 

広島県では，「減
へ

らそう犯罪」第
だい

５期
き

ひろしまアクション・プランに基
もと

づいて，犯罪被害者等の尊厳
そんげん

が尊重
そんちょう

され，尊厳にふさわしい処遇
しょぐう

を受
う

ける権利など，人権を守
まも

っていくための啓発
けいはつ

を行
おこな

ってきました。 

犯罪被害者やその家族
か ぞ く

は，犯罪などの直接的
ちょくせつてき

な被害にとどまらず，興味本
きょうみほん

位
い

のうわさや心無
こころな

い中 傷
ちゅうしょう

 

などによる精神的
せいしんてき

被害やプライバシーの侵害
しんがい

など二次的
に じ て き

被害に苦
くる

しめられ 

ることもあります。また，犯罪によっては捜査
そ う さ

機関
き か ん

に被害を届
とど

け出
で

ない 

被害者もかなり存在
そんざい

したり，支援
し え ん

機関である「犯罪被害者等支援窓口
まどぐち

」 

を知
し

らない人
ひと

の割合
わりあい

は約
やく

４割
わり

いるという状 況
じょうきょう

にもなっています。犯罪 

被害者への理解
り か い

を深
ふか

めるための啓発を行うとともに，被害が分からない状況にならないようにし， 

必要
ひつよう

な支援を受
う

けることができるよう「犯罪被害者等支援窓口」の周知
しゅうち

に取り組む必要があります。 
                                 

【 具体的
ぐたいてき

な取組 】 

広島県は，犯罪被害者に対する理解を促進するため，講演会
こうえんかい

や街頭
がいとう

啓発キャンペーン，イベントでの 

資料
しりょう

展示
て ん じ

，啓発冊子
さ っ し

の配布
は い ふ

を行います。また，支援を適切
てきせつ

に実施するため，行政
ぎょうせい

や関係
かんけい

団体
だんたい

職員
しょくいん

への

研修
けんしゅう

を行うとともに，ホームページに支援情報
じょうほう

をまとめ，幅
はば

広
ひろ

く活用
かつよう

できるよう発信
はっしん

します。そして

「犯罪被害者等支援窓口」を設置
せ っ ち

し，各種
かくしゅ

支援制度の情報提供
ていきょう

や支援機関の紹介
しょうかい

等
など

を行います。 

                           ※広島県人権啓発推進プラン（第５次）令和３（２０２１）年５月策定を参考 
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